
 23 

第２ 議会の審議に関する調 

１ 本会議の回数・会期日数（表 45～46） 

・ 定例会の年間開催回数は「４回」が 971町村（97.9％）と最も多く、次いで 

「３回」が 12町村（1.2％）、「５回以上」が 8町村（0.8％）、１議会あたりの定

例会平均開催回数は、4.0回。 

・ 臨時会の年間開催回数は、「５回以上」が 286町村と最も多く、次いで「３回」

の 235町村、「４回」の 208町村、「２回」の 162町村、「１回」の 80町村の順、

１議会あたりの臨時会平均開催回数は 3.8回。（表 45） 

・ 定例会の会期日数（１議会あたり平均）は、39.5 日、そのうち本会議日数は

13.6日。 

・ 臨時会の会期日数（１議会あたり平均）は、4.1日、そのうち本会議日数は 3.8

日。 

・ 定例会と臨時会をあわせた合計会期日数は、43.6 日、本会議日数は 17.4 日。 

（表 46） 

・ 定例会「３回」・「５回以上」開催の町村があるのは、調査期間中（平成 20 年

７月１日～平成21年6月30日）に開催された定例会の回数をカウントしており、

例えば昨年６月定例会を昨年７月に開催した場合も今回調査に含めている。 

 

（単位：団体）

本会議
種別

０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上
延回数
（回）

１議会あたり
平均回数
（回）

定例会 0 0 1 12 971 8 3,965 4.0

臨時会 0 80 162 235 208 286 3,656 3.8

7,621 7.7

表４５　本会議の回数

合計

 

（単位：日）

定例会 39.5 13.6 25.9

臨時会 4.1 3.8 0.3

合計 43.6 17.4 26.2

表４６　本会議の会期日数（１議会あたりの平均）

本会議
種別

会期日数 本会議日数 休会日数
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２ 議長及び議員請求による臨時会（表 47～48） 

・ 法第 101条第 2項の規定による議長請求の臨時会は、87団体 104回。（表 47） 

・ 法第 101条第 3項の規定による議員定数の４分の１以上の者からの請求による

臨時会は、93団体 123回。（表 48） 

・ 臨時会の開催回数（延）は 3,656 回であるので（表 45）、ほとんどが長の判断

による臨時会招集。 

  

議長請求による
臨時会

87 104

表４７　議長請求による臨時会

種別
該当町村数
（団体）

回　数
（回）

 

注） 平成１８年６月の法の改正により、議長は長に対し 

臨時会の招集請求ができるようになった。 

 

議員請求による
臨時会

93 123

表４８　議員請求による臨時会

種別
該当町村数
（団体）

回　数
（回）

 

 

 

３ 一般傍聴者数（表 49） 

・ 調査期間中における本会議の延べ傍聴者数は、78,563人、これを１会議あたり

の平均傍聴者数でみると 10.3人、１町村あたりの平均傍聴者数は 79.2人。 

・ 定例会・臨時会別では、定例会の１会議あたりの平均傍聴者数は 18.3 人、１

町村あたりの平均傍聴者数は 73.0 人、臨時会では１会議あたりの平均傍聴者数

は 1.7人、１町村あたりの平均傍聴者数は 6.3人。 

 

（単位：人）

本会議種別 傍聴者総数（延）
１会議あたりの
平均傍聴者数

１町村あたりの
平均傍聴者数

定例会 72,404 18.3 73.0

臨時会 6,159 1.7 6.3

合計 78,563 10.3 79.2

表４９　一般傍聴者数

 

注）１会議あたりの平均傍聴者数の合計欄は、傍聴者総数を定例会・臨時会の延回数で除したもの。 
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４ 議員への議案等の配布（表 50） 

・ 議員への議案等の配布状況は、920町村（92.7％)が招集日前に配布。 

・ 議員へ議案以外の説明資料などの会議資料は、970町村（97.8％)が配布。 

 

（単位：団体）

920 72

配布している 配布していない

970 22
会議資料の配布

表５０　議案等の配布

議案の配布
招集日前に配布 招集日に配布

 

 

 

５ 質問・質疑の状況（表 51～53） 

・ 調査期間中、議員が一般質問を行ったのは 989町村(99.7％)、その平均延人数

は 25.2人。 

・ 緊急質問については、定例会において 20 町村（2.0％）が該当、平均延人数は

2.4人、臨時会では 13町村（1.3％）、その平均延人数は 3.0人。（表 51） 

・ 質問を行う際、執行機関側と向かい合うようないわゆる「対面式」で議員の発

言台を設置し、質問を行っているのは 726町村（73.1％）。 

・ 回数制限をなくして、何度でも質問ができる「一問一答方式」で行っているの

は、516 町村（52.0％）、そのうち、時間による一定の制限をしているのが 444

町村。（表 52） 

・ 質疑について、質問と同様に「対面式」で行っているのは、619町村（62.4％）。 

・ 「一問一答方式」で行っているのは、182町村（18.3％）。そのうち、時間によ

る一定の制限をしているのが 72町村。（表 53） 

 

（単位：人）

該当町村数
（団体）

平均
延人数

該当町村数
（団体）

平均
延人数

定例会 989 25.2 20 2.4

臨時会 ― ― 13 3.0

合計 989 25.2 33 5.4

注２）延人数は、一般質問及び緊急質問をした者（会派代表者質問
　　も含む。）の総人数である。

注１）本表は、該当する町村の平均を記載。

表５１　一般質問・緊急質問

本会議の
区分

一般質問 緊急質問
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（単位：団体）

項目

採用
している

採用
している

444 72

時間制限 時間制限 回数制限 時間制限 時間制限 回数制限

380 120 234 64 93 156

注)　時間制限及び回数制限については、複数回答。

制限

651 249

採用
していない

採用
していない

282 194
質問

対面式 726

表５２　質問

形態・方式等 採用（制限）している 採用（制限）していない

266

内
　
　
　
訳

一問一答
方式

 

 

（単位：団体）

項目

採用
している

採用
している

148 34

時間制限 時間制限 回数制限 時間制限 時間制限 回数制限

59 35 432 13 23 312

注)　時間制限及び回数制限については、複数回答。

採用
していない

471 339

表５３　質疑

形態・方式等 採用（制限）している 採用（制限）していない

制限

501 329

質疑

対面式 619 373

内
　
　
　
訳

一問一答
方式

採用
していない

 

 

 

６ 付議事件の件数・審議方法・審議結果（表 54～57）  

・ 平成１８年６月の法の改正により、委員会は、議会の議決すべき事件のうち所

管に属するものについて議案を提出することができるようになった。 

・ 調査期間中の付議事件の総件数は、99,434 件。（ただし、選挙、請願・陳情を

除く。これらは別表で分類。） 

・ 定例会・臨時会別、提出者別では、まず定例会では「町村長提出」が 75,638

件、「議長・議員提出」は 8,623件、「委員会提出」は 1,233件。 

   臨時会では「町村長提出」が 12,242 件、「議長・議員提出」は 1,611 件、「委

員会提出」は 87件。 
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・ 付議事件の総件数 99,434 件の種別では、「予算」が 33,865 件（34.1％）と最

も多く、次いで「条例」の 24,595件（24.7％）、「その他」の 12,010件（12.1％）、

「決算」の 7,145件（7.2％）、「人事案件」の 6,040件（6.1％）、「意見書」の 5,688

件（5.7％）、「専決処分」の 5,361件（5.4％）などの順。（表 54） 

・ １議会あたりの平均にした場合、１議会あたりの付議事件の件数は 100.2 件。 

（表 55） 

・ 付議事件の審議方法は、総件数 99,434 件のうち、「本会議即決」は 73,130 件

（73.5％）と最も多く、次いで「常任委員会付託」の 17,834件(17.9％)、「特

別委員会付託」8,413件（8.5％）、「議会運営委員会付託」57件（0.1％）の順。 

（表 56） 

・ 審議結果では、総件数 99,434件のうち、ほとんどが「原案可決・承認・同意」

の 98,463件（99.0％）、「否決・不承認・不同意」は 669件(0.7％)、「修正可決」

は 129件（0.1％）。そのほか「撤回」が 92件（0.1％）、「審議未了・廃案」が 81

件（0.1％）。 

・ 審議結果で否決（不承認）した議案を種類別・件数でみると、長提出は、「条

例」を否決したのが 138 件（長提出条例のうち 0.6％）と最も多く、次いで「人

事案件」の 55件、「その他」の 46件、「専決処分」の 41件、「決算」の 40件、「予

算」の 32件の順。 

・ 議長・議員提出は、「意見書」を否決したのが 188件（3.7％）と最も多く、「条

例」の 56件、「決議」の 34件、「その他」の 17件、「人事案件」の 3件の順。 

・ 委員会提出の否決案件は、「その他」で 4 件、「意見書」で 2 件、「条例」で 1

件。（表 57） 
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種
別

議案の
提出者

条例 予算 決算 契約
専決処分
（法179） 意見書 決議 懲罰

資格
決定

会議
規則

人事
案件

その他 合計

町村長 20,472 31,263 6,992 1,944 1,906 ― ― ― ― ― 3,848 9,213 75,638

議長・
議員

743 ― ― ― ― 4,926 427 4 3 708 406 1,406 8,623

委員会 98 ― ― ― ― 621 31 1 0 125 ― 357 1,233

町村長 3,060 2,602 153 1,336 3,455 ― ― ― ― ― 875 761 12,242

議長・
議員

198 ― ― ― ― 125 108 1 0 30 911 238 1,611

委員会 24 ― ― ― ― 16 5 0 0 7 ― 35 87

24,595 33,865 7,145 3,280 5,361 5,688 571 6 3 870 6,040 12,010 99,434

表５４　付議事件の件数（総件数）

（単位：件）

注）この付議事件には、選挙、請願・陳情は含めない。

合計

定
例
会

臨
時
会

 

種
別

議案の
提出者

条例 予算 決算 契約
専決処分
（法179） 意見書 決議 懲罰

資格
決定

会議
規則

人事
案件

その他 合計

町村長 20.6 31.5 7.0 2.0 1.9 ― ― ― ― ― 3.9 9.3 76.2

議長・
議員

0.7 ― ― ― ― 5.0 0.4 0.0 0.0 0.7 0.4 1.4 8.7

委員会 0.1 ― ― ― ― 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 ― 0.4 1.2

町村長 3.1 2.6 0.2 1.3 3.5 ― ― ― ― ― 0.9 0.8 12.3

議長・
議員

0.2 ― ― ― ― 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 1.6

委員会 0.0 ― ― ― ― 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ― 0.0 0.1

24.8 34.1 7.2 3.3 5.4 5.7 0.6 0.0 0.0 0.9 6.1 12.1 100.2

表５５　付議事件の件数（１議会あたり平均）

合計

（単位：件）

定
例
会

臨
時
会
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（単位：件）

種 別

提出者 常任委員会 議会運営委員会 特別委員会

町村長 23,532 17,562 5,396 8 566

議長・議員 941 870 44 11 16

委員会 122 115 5 1 1

33,865 21,995 7,730 2 4,138

7,145 2,066 1,678 1 3,400

3,280 2,947 311 0 22

5,361 4,968 375 ― 18

議長・議員 5,051 4,711 329 11 0

委員会 637 562 74 0 1

議長・議員 535 526 4 0 5

委員会 36 35 1 0 0

議長・議員 5 1 0 ― 4

委員会 1 1 0 ― 0

議長・議員 3 ― 0 ― 3

委員会 0 ― 0 ― 0

議長・議員 738 719 10 9 0

委員会 132 129 0 3 0

町村長 4,723 4,656 64 0 3

議長・議員 1,317 1,311 5 1 0

町村長 9,974 7,979 1,762 5 228

議長・議員 1,644 1,596 38 3 7

委員会 392 381 8 2 1

99,434 73,130 17,834 57 8,413

注）この付議事件には、選挙、請願・陳情は含めない。

会議規則

人事案件

その他

合計

条例

契約（法96第1項第5号等）

専決処分（法179）

表５６　付議事件の審議方法（総件数）

件数
本会議
即　決

委員会付託

資格決定
（法127）

意見書
（法99）

決議

懲罰

予算

決算
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提出者

町村長 23,532 23,294 52 138 36 12

議長・議員 941 879 3 56 1 2

委員会 122 120 1 1 0 0

33,865 33,737 61 32 19 16

7,145 7,071 ― 40 0 34

3,280 3,266 ― 12 2 0

5,361 5,320 ― 41 ― ―

議長・議員 5,051 4,846 4 188 4 9

委員会 637 632 1 2 2 0

議長・議員 535 497 2 34 1 1

委員会 36 36 0 0 0 0

議長・議員 5 5 ― 0 0 0

委員会 1 1 ― 0 0 0

議長・議員 3 3 ― 0 0 0

委員会 0 0 ― 0 0 0

議長・議員 738 738 0 0 0 0

委員会 132 132 0 0 0 0

町村長 4,723 4,662 ― 55 5 1

議長・議員 1,317 1,313 ― 3 0 1

町村長 9,974 9,901 5 46 18 4

議長・議員 1,644 1,624 0 17 3 0

委員会 392 386 0 4 1 1

99,434 98,463 129 669 92 81

表５７　付議事件の審議結果（総件数）

（単位：件）

審議結果

種 別
件数 原案可決

承　　認
同　　意

修正可決

合計

審議未了
廃案

注）この付議事件には、専決処分（法179）、請願・陳情、選挙は含めない。

条例

意見書
（法99）

決議

資格決定
（法127）

会議規則

撤回

その他

人事案件

予算

決算

契約（法96第1項第5号等）

専決処分（法179）

否　決
不承認
不同意

懲罰

 

 

 

７ 専決処分の件数・審議方法・審議結果等（表 58～62） 

・ 調査期間中、法第 179条に基づき長が行った専決処分の総件数は 5,361件、そ

の承認を求めたのは、定例会が 1,906件、臨時会が 3,455件。 

・ 専決処分の総件数 5,361 件の内訳は、「予算」の 3,072 件（57.3％）が最も多

く、次いで「条例」の 2,021件（37.7％）、「その他」の 170件（3.2％）、「契約」
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の 88件（1.6％）、「決算」の 10件（0.2％）の順。（表 58） 

・ 専決処分の１議会あたりの平均件数は 5.40件。（表 59） 

・ 専決処分の審議方法は、5,361件中、「本会議即決」が 4,968件（92.7％）とほ

とんどであり、次いで「常任委員会付託」が 375件（7.0％）、「特別委員会付託」

が 18件（0.3％）。（表 60） 

・ 専決処分の審議結果は、5,361件中、「承認」が 5,320件（99.2％）、「不承認」

は 41件（0.7％）。（表 61） 

・ 専決処分を行う理由としては、「特に緊急を要するため議会を招集する余裕が

ない」が 5,214件（97.3％）と圧倒的に多い。（表 62） 

・ 平成１８年６月の法改正により、専決理由の要件は、「特に緊急を要するた 

め議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」に改められた。 

 

（単位：件）

本会議
種別

条例 予算 決算 契約 その他 合計

定例会 575 1,182 6 54 89 1,906

臨時会 1,446 1,890 4 34 81 3,455

合計 2,021 3,072 10 88 170 5,361

表５８　専決処分（法179）の件数（総件数）

 

 

（単位：件）
本会議
種別

条例 予算 決算 契約 その他 合計

定例会 0.58 1.19 0.01 0.05 0.09 1.92

臨時会 1.46 1.91 0.00 0.03 0.08 3.48

合計 2.04 3.10 0.01 0.09 0.17 5.40

表５９　専決処分（法179）の件数（１議会あたりの平均）

 

 

（単位：件）

常任委員会 議会運営委員会 特別委員会

条例 2,021 1,890 131 0 0

予算 3,072 2,816 238 0 18

決算 10 10 0 0 0

契約（法96第1項第5号等） 88 86 2 0 0

その他 170 166 4 0 0

合計 5,361 4,968 375 0 18

表６０　専決処分（法179）の審議方法（総件数）

種別 件数
本会議
即　決

委員会付託
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（単位：件）

承認 不承認

条例 2,021 2,008 13

予算 3,072 3,047 25

決算 10 10 0

契約（法96第1項第5号等） 88 85 3

その他 170 170 0

合計 5,361 5,320 41

表６１　専決処分（法179）の審議結果（総件数）

種別 件数
審議結果

 

（単位：件）

余裕がない その他

条例 2,021 1,967 54

予算 3,072 3,000 72

決算 10 7 3

契約 88 82 6

その他 170 158 12

合計 5,361 5,214 147

表６２　専決処分（法179）の専決理由

種別 件数
専決理由

 

 

 

８ 請願・陳情の件数・審議方法・審議結果等（表 63～67） 

・ 調査期間中の請願・陳情の総件数は 7,061件、うち請願は 2,215件、陳情は 

4,846件。（表 63） 

・ １議会あたりの請願・陳情の平均件数は、7.1件。（表 64） 

・ 審議方法は、請願 2,215件中「常任委員会付託」が 1,697件（76.6％）と最も

多く、次いで「本会議即決」の 458件（20.7％）が多い。 

・ 陳情 4,846件中「常任委員会付託」が 3,005件（62.0％）と最も多く、次いで

「その他」1,171件（24.2％）が多い。 

・ 提出された陳情の約７割強は本会議即決や委員会付託するなど請願の例と同様

に処理しているが、「その他」の 2 割の中には、審議せずに議長預かりや議員へ

参考配布するなどの取り扱いをしている例が多い。（表 65） 

・ 請願・陳情の審議結果をみると、請願 2,215 件では、「採択」は 1,640件（74.0 

％）、「不採択」は 376件（17.0％）。 

・ 陳情 4,846件では、「採択」が 2,574件（53.1％）、「不採択」は 538件（11.1 

％）。陳情では「その他」も 1,334件（27.5％）と多い。（表 66） 

・ 請願の審議後に請願者へ審議結果の通知を行っているのが 1,987件（89.7％）、

陳情については 3,492件（72.1％）。 
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・ 採択した請願について法第 125条に基づき、その請願の処理の経過及び結果報

告の請求を行っているのが 72件（4.4％）、陳情では、137件（5.3％）。（表 67） 

 

（単位：件）

本会議の種別 請願 陳情 合計

定例会 2,188 4,809 6,997

臨時会 27 37 64

合計 2,215 4,846 7,061

表６３　請願・陳情の件数（総件数）

 

 

（単位：件）

本会議の種別 請願 陳情 合計

定例会 2.2 4.8 7.1

臨時会 0.0 0.0 0.1

合計 2.2 4.9 7.1

表６４　請願・陳情の件数（１議会あたりの平均）

 

 

（単位：件）

常任委員会 議会運営委員会 特別委員会

請願 2,215 458 1,697 12 29 19

陳情 4,846 518 3,005 125 27 1,171

合計 7,061 976 4,702 137 56 1,190

表６５　請願・陳情の審議方法（総件数）

種別 件数
本会議
即　決

委員会付託
その他

 

 

2,215 1,640 376 64 14 7 26 88

4,846 2,574 538 240 27 16 117 1,334

7,061 4,214 914 304 41 23 143 1,422

表６６　請願・陳情の審議結果（総件数）

種別 件数

審議結果

採択 不採択
趣旨
採択

陳情

合計

撤回
審議未了
廃案

一部
採択

その他

請願
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（単位：件数）

合計 合計

（請願・陳情総数） （採択分の総計）

1,987 228 2,215 72 1,568 1,640

3,492 1,354 4,846 137 2,437 2,574

5,479 1,582 7,061 209 4,005 4,214

請願

陳情

合計

表６７　請願・陳情の審議後の対応

種別

請願者・陳情者への結果通知 採択分の処理報告請求（法125）

有 無 有 無

 

 

 

９ 選挙（表 68） 

・ 調査期間中における町村議会で行われた選挙は 2,085件、そのうち「投票」で

選挙を行ったのは 925件（44.4％）、「指名推選」による選挙は 1,160件（55.6 

％）。 

・ 選挙の種類別では、「広域連合・一部事務組合等議会議員」が 872件（41.8％）

で最も多く、次いで、「議長」の 415件（19.9％）、「副議長」の 410件（19.7％）、

「選挙管理委員補充員」の 195件（9.4％）、「選挙管理委員」の 193件（9.3％）、

の順。   

・ 選挙の方法では、議長と副議長の選挙は、指名推選より投票が多く、選挙管理

委員や同補充員、広域連合・一部事務組合等議会議員の選挙は指名推選の方が多

い傾向にある。 

 

（単位：件）

議長 副議長 選挙管理委員
選挙管理委員

補充員
広域連合・

一部事務組合等議会議員

投票 329 318 7 7 264 925

指名推選 86 92 186 188 608 1,160

合計 415 410 193 195 872 2,085

表６８　選挙

選挙の方法
選挙の種類

合計

 

 

 

10 議会への報告（表 69） 

・ 議会への報告状況は表 69のとおり。 

・ 件数では、「現金出納等の検査結果の報告（法 235 条の２）」が 3,835 件（472

町村）と最も多く、次いで、「議員派遣の結果報告」の 1,754件（337町村）、「監

査委員の監査の結果に関する報告」の 1,596 件（440 町村）、「繰越明許費繰越計
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算書及び事故繰越計算書の報告」の 1,366 件（798 町村）、「一部事務組合・広域

連合等議会の報告」の 1,251 件（217 町村）、「土地開発公社等の法人の経営状況

報告」の 1,236件（498町村）。 

 

議会への報告の種類
該当町村数
（団体）

件数
（件）

議会の委任による町村長の専決処分の報告
（法180）

254 955

土地開発公社等の法人の経営状況報告
（法243の3）

498 1,236

継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告
（令145）

182 374

繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告
（令146、令150）

798 1,366

請願（陳情）の処理経過及び結果の報告
（法125）

157 694

健全化判断比率等の報告
（財政健全化法3）

758 767

議会の請求による監査結果の報告
（法98）

14 39

監査委員の監査の結果に関する報告
（法199）

440 1,596

現金出納等の検査結果の報告
（法235の2）

472 3,835

議員派遣の結果報告 337 1,754

委員派遣の結果報告 162 626

一部事務組合・広域連合等議会の報告 217 1,251

その他 478 2,283

表６９　議会への報告

 

 

 

 

 

 

 


